
ー号必h・
香時

第 108巻第2号

国家的独占の基礎概念についての一考察 …池 上 惇 1 

職務給と企業間賃金格差・・… ・…....・H ・ 赤 岡 功 16

財政改革と近代官僚制・・・・・目 - ー舟場正富 35

開銀・輸銀・資金運用部制度の

形成の事情とその役割 '"・ H ・ …・・ー 柳ケ瀬孝三 58 

昭和46年 8月

東郡大号経帯事盲



58 (126) 

開銀・輸銀・資金運用部制度の

形成の事情とその役割

一一戦後日本の財政投融資制度の形成過程 (2)ー ←

柳ヶ瀬孝

I はじめに

本稿は，前稿「占領下日本財政の『合理化」過程と財政投融資←一戦後日本

の財政投融資制度の形成過程 (1)←ー」に直接ひきつづくものである。前稿に

おいては，昭和23年12月の経済安定九原則とそれにもとづくドッジ・ラインに

示されたところの，単一為替レート設定を目標と Lた「経済安定計画日本

を IMF体制下に組み入れるための「国民経済合理化計画」が，アメリカの対

日援助の効率的運用(見返資金特別会計〕と財政制度の「合理化j cr超均衡子算」

と「財政と金融の分離Ulを軌として行なわれ， それが「日本経済の自立達成」

「産莱合理化」と密接な関連をもち， このなかから， いわば「管理通貨制j，

「財政合理化j C=財政資金の効率的運用)， r産業合理fじ」の統一物としての財政

投融資の原型をまずつかみ出した。そして，次に，そうした日本の財政・金融

制度の再編成 r合理化」のなかでっかまれた「原型」が， 24年の「ドッジ恐

慌」と翌25年の朝鮮戦争勃発，特需ブームとしづ事態の進展むなかで，どのよ

弓に日本的環境への定着へと歩みはじめたかを検討 Lた。との時期におし、ては，

単一為替レ ト維持・通貨安定・インフレ抑制という財政方針上の基調は依然

として固〈守られたが，王として日本の「自立化 lを早期に達成するという要

請から r産業合理化」とくに私企業の設備近代化のために積極的に財政資金

を投入してい〈という方向がとられはじめ，公企業への資金供恰を重点とした

方向から民間の設備資金そのものの供給へと重点が移されるなかでドッジ・ラ
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イγの「修正」が行われたのである。これらをふまえたうえで，前稿では産業

合理化資金供品合機構の整備としての財政制度の「合理化」という側面から検討

を加えてきた。

本稿では，前稿の課題を直接ひきつ("と土もに，次の諸点を明らかにしたい。

すなわち， ①単一為替レートの設定自体，通貨安定・イ Yフレ抑制のための

「財政収支の総合均衡J I超均衡予算」という財政「合理化」の枠組を与える

ものであり，財政資金の効率的運用が財政投融資の基本的内容であった，②他

方，単一為替レートは，価格安定と日本商品の「国際競争場裡での自立J I価

格の国際的割高の是正」を強制L 企業の「合理化」を迫まり，さらに，日本

の輸出市場の確保のためにも「産業構造高度化J I産業合理化」を迫るもので

あった，③とくにこうした「産業構造高度化J，産業再編成の動きを反映して，

開銀や輸銀，大蔵省資金運用部制度などの財政投融資機関がどのように形成さ

れ，どのような役割を担うものとして実現されたかについて具体的に検討し，

先にあきらかにした原型の形成，資金の合理的配分による制度の合理化，再編

成から 歩すすめて I機関」そのものの創設，再編成，合理化へと対象を移

し亡みたい。

本稿での研究対象は，従って，前稿の直接の継続として，昭和25年度補正予

算および昭和26年度予算において設立され，形成されることになった，日本開

発銀行，日本輸出銀行，大蔵省資金運用部制度の 3つの財政投融資機関の形成

の事情とその役割についてである。この 3つの捗周は，いうまでもなく，戦後

日本の財政投融資制度の中核的な位置を占めるものであ可て，結論を先どり L 

ていえば，これらの機関は，従来の「復金型」の補助金供給的機関とは根本的

に異なり，民間と政府との「競争Jをむしろ意図酌に組織することによって独

占体の合理化にとって「新しい環境」を整備するものであった。(これらの機関

は，さらに，日本の「講和」体制への移行に伴う昭和27・28年度予算の段階で拡充きれ，

制度的な整備がさらに行われてくるのである。 しかし，本稿ではその制度的な拡充・整

備にまで立ち入ってはいなし、。それは，本稿で対象とする時期が，戦後日本の財政投融
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資制度の形成過程の一つの段階としても把握すべきであると考えるからであり， それら

の拡充・整備の時期については，きらに次稿を期することとする。)

II 輸銀の設立と東南アジアむけプラン卜輸出

昭和25年12月28日に設立され，翌2月 1日より開業した日本輸出銀行は，プ

ラント輸出促進の政府金融機関として r自立化」の至上命令であった輸出を

仲張させ， しかも「産業構造高度ィιJ， 重化学工業化を促進するものとして，

また「プラント輸出は外貨獲得上効率的な手段であったJ"ことから，比較的早

くから設立の方向が認められた。すでに， ドッジ・ライ Y実施下の輸出の不振

を打開していくために， 25年春の池田蔵相の訪米の際のドッジとの会談におい

て基本的合意をえていた。 ドッジはこの段階では，産業独占体への財政資金の

放出には「極めて強い反対をとなえていたのであるが，この輸出金融公庫の設

立を文持した唯一り理由は，それが輸出に役立つという一点に君目していたた

めJ"であった。

昭和24年頃から rわが主要輸出市場である束南アジア諸国においては，戦

後近代工業国への発展のため種々り工業化計画をもち，パキスタ γ をはじめ各

国より，わが国に対Lて資本設備買付の引合を寄せるものが多かったυ この資

本設備いわゆるプラ Y トの輸出は，わが輸出市場の開拓にも貢献する土ころ大

なるのみならず， またわが国商業(原文のまま，産業あるいは貿易のζ とか一一引

用者〉の重化学工業化方針に合致するので， その輸出の振興が重大な問題とし

て取上げられることになったのである。J"しかし， 民間金融の逼迫，とくに輸

出金融については「日銀の貿易手形優遇制度を唯ーのよりどころ」とする状況

であり，財政資金の投入が強く要望された。(日産協からの「長期輸出金融機関の

急速設買要望」や重工業輸出振興会からの「輸出長期金融に関する陳情」などが出され

ている。〕

B 日本輸出入銀行「十年の歩み」昭和田年， 25く←ジ0

9 同よ， 14ペク.

事全国銀行協会連合会編「金融制度」昭和31年， 267ベジ.
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経済支疋九原則やドッグ・ライ γのいう「自立化」政策は，前稿においてみ

たように，対日援助を削減できるだけの日本の輸出を振興することが至上要求

であると同時に， その内容は， 日本商品り輸出市場を主としてスターリング圏

であった東南アジアに求めさせる方向をとらせようとしていたし，また，単一

為替レートの設定』とよ「てそうした日本商品の「国際競争場裡での自立」を強

い，その水準「と日本商品のコスト・ダウ γ をめざしていたが，戦後イ γ フレ

のなかでの日本商品の「国際的割高」は早急には解消しなかった。 とくに，

1949年〔昭和24年)[当時の国際経済が一般的デフレ過程を辿~ ，貿易上では買

手市場への転換となり，各国の間際収支の悪化が同年秋のポンド L英国〕およひ

それに追随する諸国の為替切下げを惹雪起したような外部的購買力不足の情勢

と，園内的には，単一為替レート設定以来のあわただしい合理化とコスト引下

げの過程に入ったわが国産業の情勢からして，対外競争力の点で短期的にはい

まだ充分な成果をかち得ていなかったという事情Jがあり [9月18日のポン

ド切下げおよび一連の諸国の平価切下げは，漸く立直ろうとした輸出貿易に多

大の衝動を与え， これを機としてスターリ γ ク'地域向け輸出は大幅に減返し

た。」のにもかかわらず，円切り下げは許されず， 1ドルニ360円レートを維持し，

ひきつづき「産業合理化」をすすめることが要請されていた。しかし，同時に，

この激化した各国の市場競争のもとでは，輸出市場確保母ために強力な困家独

占を獲得することを大企業，独占体は強〈要望Lたのであった。

しかし， ドッジやGHQ側が， r輸出に役立つ」ためとはい主， ドッジ ラ

ィγのめざす日本の大企業・独自体の財政資金への寄生，再びアメリカと競争

L号るような国家独占を与えないという方針上，そう容易に輸銀の設立が決っ

たというわけではなかった。最終案が決まったのは，結局，朝鮮戦争勃発後の

25年秋のドックの 3度目の来日以降のことであった。

11月9日の書簡で示されたドックの構想は， [(1)輸銀の機構は簡単なものと

し，政府の直接の支配から独立した金融機関とする。 (2)市中銀行と競合するよ

ゆ 経済企画庁戦後経済史日編纂室「戦後経済史(貿易・国際収支編)J昭珂37年困 83-84ペ ジD
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うな短期の信用供与は行なわない。 (3)園内に対する信用供与を主たる融資形式

とする。ただし，例外的に海外に対する信用供与を行なうことを認める。住)借

入および債券発行による資金調達は認めない。」というものであった。 これに

基づいて作成きれた法案について， GHQからさらに了解をとりつける段階で，

r(1)輸銀の行う業務期間を制限する。 (2)園内輸出業者への融資は協調融資とす

る旨明記する。」と追加され，輸銀の設立は過渡的なものとされる厳しい条件

となった5h

こうして，第 lに，機関の性格については，当初日本側では「公庫」とする

か「金庫」とするかが論議されていたのに対して r銀行」であるとされ，政

府金融機関としては最も「自主性」が与えられて，政府の直接支配からの独立

を強く意圏したものとなり，市中銀行なみにできるだけ「市中ベース」をとっ

ていく方向がとられた。そしてその運営は，できるだけ，金融資本の代表者に

まかされた。総裁河上弘一〔元興銀頭取)，副総裁山際正道〈元大蔵次官入理事石

坂禄郎〔横浜正金銀行出身)，同加藤宝(日銀出身)，同高橋ー〔興銀出身)， 監事牛

馬友彦(フロ近衛首相秘書〕というメ Y パーであった。

第 2に，業務内容について，融資の重点を国内業者におくもり(通産省案Jと

海外業者におくもりく大蔵省案〕との対立は，結局，前者がとられ，海外市場を

国家独占によって確保するというよりも，海外市場競争に打ち勝てるだけり日

本企業の「合理化」をすすめるというように，園内田「企業の合理化」と「産

業合理化」をすすめる政府金融機関止された。さらに，朝鮮戦争勃発に伴う原

材料入手難から輸入金融もあわせ行えるようにとの要求も強かったがこの段階

では認められなかった。

さらに第3に，債券発行や短期資金の日銀借入れが日本側案にあったが，イ

Y フレをひきおこすものとして認められなかった。日本独占体が狙っていた預

金部資金とのむすびつきは避けられ，単一為替レートをおびやかすイ γ フレ的

措置は認められるものではなかったのである。あくまで，財政資金を出資する

自 前掲書「十年の歩みJ19ページー
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という形式で，それ自体の資金の回転によって運営すべき独立採算的機関であ

り，それが財政にはねかえり， 10めどもない財政膨脹を妨ぐとともに， こう L

た独立採算的，効率的機関とすることによって，資令の回収，矛11息の徴収によ

って企業の「合理化」圧力としていくことをねらっていたのである。また，外

国政府や外国銀行からの借入れもこの段階でまだ認められなかった。

ょうして， ドッジおよびGHQ1J¥1は，市中銀行との競争の排除，協調融資を

行なわせることによって，復金の場合とはちがって I自主的」独立採算的機

関とし，インフレを昂進させず，日本の大企業，独占体の国家への寄生をでき

るだけ抑えて I合理化」圧力を加えながら，重工業品輸出産業部門へと資本

を動員していくことによって「産業の合理化J r高度化Jをすすめることを狙

っていたのである。

かくして，輸銀の融資条件は，貸出利率年 7.5%以上で， 市中の協調融資比

率輸銀80，市中20というものとされ， 年利 7.5%は見返資金の運用利率と同じ

でそれをひきつマものであった。 ιうした融資条件は，世界的にみてより有利

などというものではなかったD である。

次に輸銀の実績を検討しよう。

般会計と見返資金D共同出資

金50億円で内発Lた輸銀は，さ

らに 160億円の追加出資〔当初

26年度の追加は見返資金から 50億

円，一般会計から50億円とし，資

本企合計 150億円を折半すること

になっていたが，一般会計からさ

らに出資された。)を受けて， 27年

度末には資本金 210億円となっ

た。借入はできなかったから運

用できるのはこれだけの出資金

第 1友輸銀資金収支実績

〔単位億円〉

一般会計 251 岨

同|お|ヰ吋
運用部借入1_[ [_. [ _[ 50 

回収額| !幻1971剖[1s
運用益収入11 2 [ 2 [ 3 [ 

貸 付 額l叶加|出川加

繰越額[ 39 [ 1但[1団 [152[ 54 

日本輸出入組行「十年の事み」晴和'"年.188へ
ジよりロ
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とその貸付回収利息だけであった。 LかL，それでも同年度末の貸付残高はわ

ずかに56億円にすぎず，これだけで充分にまかなえ，しかも多額の繰越を行っ

ている。(第1毒〕これは26年 3月のアメリカの戦略物資買付停止を契機に「動

乱フ" ムの反動期」に入り，プラ Y ト輸出は依然として「国際価格に比し著し

く割高」であったことから r25~27年度間を通じ総輸出額の 5%前後にとどま

っていた」ため，期待どおりにはすすまなかったからであった。第2表によっ

て，輸出金融の品目をみても r戦前からすでに輸出産業としての歴史をもっ

第2表輸出品目別融資承諾実績
(単位億円)

件数|金額件数金額件数|金額件数1金額件数|金額

ホ附 ~I11司11 41 6叶吋叫叶 M一171u!"I32|G|21612
通信機械 1 1 1 1 r 1 1 1011 21 
繊維機械 1 1 24i 231| 61 4| 211 201 57l 削

鉄鋼製品 | 1 li I 41 17| 7l 30 
その他 112 1 10 1 9 1 10 1 21 1 13 I 12 
合計 1判官|剖 F 司 Tld|1貯111引3EF

日本輸出只銀行「十年の苦みJ184ベ ジより。

てし、た」繊維機械や鉄道車両朝鮮動乱によるタンカ ・プ ムに際しても，

cr投機的な独立運航業者としての性格Jをもっところの〉ギリシャ系船主の主なる関

心は，わが国造船業が船台に余裕をもち納期が早いという点にあって，自訓面の

割高ないし輸出実績のないことはそれほど障害とはならなかった」とし寸事情

に支えられた船舶輸出，見返私企業授資の重点産業の関連産業としての電気機

械などのわずかでしかないとしづ状況であったの。 また， 第 3表によって，地

域別にみても，東南アジアむけのものは， 27年度末までに48件48億円であり，

O 同上:， 30..，.32へージ毒照。
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〈単位億円)

一時国台)(
東南アジア | 
西アジア〈トパ，)

北米 | 

中南 米立7dLJZつl
欧立:ヲJょ37l|

太洋州(士二三よれごァ) 1 

-g-- IT 

吋
司
ー
ー
ベ
「
一
|
|
べ

一号制二一一一日
日本輸出入銀行「十年の歩みJ18&-188へージより。
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中商米むけのものが，同年度末までに16件62億円であれ南東アジアむけのも

のは，件数では多いが金額では少ないという状況であった。また，東南アジア

むけの主として米軍特需発注によって行われているのがかなりのウェイトを占

めている。

こう Lたことは， 日本産業の「高度化J i合理化」が極めて低い水準にあり，

まだまだ東南アジア市場に進出できていないことを示している。と同時に，日

本の企業が輸銀を充分に利用しえなかったということであり，逆に言えば，輸

銀が，日本の大企業・独占体にとって即効的な国家独占的機関ではなし厳し

い「合理化」を推進する意図をもつものであったことを意味していた。しかし，

これが， 日本の「産業合理化J r産業構造高度化」にとって大きな役割を果し

つつあったことも事実であろう o

さらに，この時期における輸銀の役割を示すものとして注目しなければなら

ないのは i日米経済協力に伴う東南70'7開発計画の一環として具体化」さ

れたというゴ 7の鉄鉱山開発融資である。 r原鉱石の安定供給源の確保」のた
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めの「日米経済協力」の機関として輸銀が役割を果しているのである九輸銀

は，単に国内の「産業合理化」をすすめることによって，輸出市場を確保して

いくというにとどまらず，原材料市場の獲得にも役割を果していたのであるが，

それが「日米経済協力」の一環として行うというものであったのである。

III 資金運用部制度と金融債引受

輸銀につづいてドッジによって認められたのは，大蔵省預金部を大民主省資金

運崩部に改組することを条伴に，金融債をこの資金立引受ける ιとであった。

そしτ25年12月末から預金部資金による金融債引受200億円が許可された。

資金運用部は「一般に資金運用部資金の管理運用権をもった大蔵大臣を長と

する一種の国営の金融機関を意味している」といわれるように，その資金の過

第4表資金運用部資金の構成 半を占める郵便貯金は「米岡におけ

(昭和2"年度〕
%1 .fl郵便貯金の全国銀行預金に対する

郵便貯金及郵便握替貯金預託金 56.7 I 
簡易生命保険及郵便年金預託金 18β| 比率は概ね 2%移度にすぎないが，

厚生保険預託金 13.8 

その他会計預託金 8.6 

国庫余裕金預託金 1.4 

我国においては20%から時により 40

%まで及んだことがあり，最近にお

資金及基金預託金 0.8 I いても 15~16%台を示してJ (25年10

積立金その他 M | 月お日，全銀協りドッジ宛要望意見書〕肪

全国銀行協会連合会 l量制澗正」附相Jムヰ，
234ペジより。 いる。 この運用部資金の零細性 (90

%が零細資金)，長期性(預託金り80%以上が約定期間5年以上)，低利性(貸出年率，

特別会計 6.0%，政府関係機関 6.5%，国債5.5%，地方債 6.5%)等において， すぐれ

て日本的特質をもったものであり，これが日本の財政投融資制度を特質あるも

のにしている中IL~である。

戦時経済において r国債の消化，国策会社社債，大陸投資，軍需会社貸付

等戦時中全面的に動員されてきた頂金部資金」は，戦後のGHQによって使途

申同上， 33ベージ。

@ 澄田智・鈴木秀瞳 l財政世融資」昭和::12年. 341-343へージq
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を国債と地方債の引受のみに民主重に統制され，戦後インフレり進行のなかで，

「そり不活動の故にむしろ消極的にインフレに対する防波堤の役割士果してい

た。」めそLて， ドグジ・ヲイソのもとで通貨価値が安定L，それにつれて郵便

貯金も増勢に転じたが，依然，運用に対する厳Lい制限の存続により 1悪性

イY フレ防止のための投資抑制手段として預令部資金が利用きれた形となって

A;大な余裕金を抱えるにいたった。」叫(第5麦)

この資金も見返資金同様に民聞から資金を吸い上げて

プーノレしていたため 1当然再放出さるべき蓄積資金の

放出円滑を欠きJ(前掲，全銀協意見書〕として日本財界か

ら，いわば戦前における日本独占体の競争力をカハーし

ていたものを再び手中にするため，強〈要求されていた

ものであった。とりわけ預金部の資金の約9日%が長

期性資金であるにもかかわらず，その運用状況は25年 9

月末で，総資金 2.265億円のうち 1年以上の長期資金に 澄田智鈴木秀雄「財
政投融資」昭和o2年p

充てられているもの1.317億円， 短期運用にあてられて 337ベ一九

いるもの 637億円，余裕企 311億円で長期性資金は充分に運用されていなかっ

た」山ため， 長期産業資金り不足を訴えていた日本独占体にとっては， かっこ

うのものであったのである。 Lかし， 25午末にやっと認められたドッジの回答

札直接の私企業融資ではな〈金融債の引受けという形を通じてであり，しか

も厳しい条件っきであった。

前稿でもみたように， GHQのいう証券市場育成による資本調達方式も，債

務償還費による日銀の起債市場育成の買オベのゆきづまりとともに25年 3月の

52億円の見返資金の優先株引受けによって興銀等旧特銀の金融債発行枠の増大

の方向を歩んでいたが，それでもオ ハーロー γ はますます激化の方向をたど

り 125年度上期中全国計数において，預金増 87.427百万円， 貸出増 134.468

ク

ジ

ジ

一一一
ベ
ベ
ベ

却

間

町

上
よ
上

同
間
同

申
坤
ゆ

第5表

余裕金の推移
億円

23年9月 81 

12月 91 

24年9月 236 

12月 170 

25年9月 312 

12月 505 

26年9月 752 
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百万円，日銀貸出増 47.~0l百力円にして貸出残高の預金残高に対する比率は 8

月末において95%，9月末91%と著しく高率を示しJ(前掲，全銀協意見書〕たた

め，オーハーロー γになっている銀行融資中の長期産業資金融資分を金融債引

受を通じて握り分け，この面からの日銀券の増発を抑える必要があったのであ

る。

25年11月21日の池田蔵相宛のドッジ書簡山は，大要，次のようなものであった。

「預金部資金は国民大家の零細な貯蓄性資金であり，個々の資金の所有者の

絶対的安全を計るよう運用すべきである。企業は直接この多額の金にありつき

たいと願っているが，こうした産業に対する直接貸付は私企業投資に伴う凡ゆ

る危険に個々の預金者は曝されることになる。他方この資金は国民の貯蓄の中

で最も集中された多額の蓄積である。その故に ζの資金は健全なる長期証券投

資の資金源として，特に適したものと考えられる。云々」

そして，預金部を改組して資金運用部制度にすることが提案されているが，

それを受けてお年4月 1日に改組された要点は， i(l)政府資金中運用可能なも

の〔見返資金を除。は，原則として，すべて預託金として資金運用部に統合さ

れることとなり，一元的運用機関となった。 (2)資金の安全性の保証を制度的に

確立した。すなわち，資金運用部に欠損が生じた場合には，一般会計から損失

補てんを受付る乙ととなれ資金の源泉である国民大衆の保護に万全を期した。

(3)運用り範囲は最も確実たもののみに限定l..，民間企業に対する投資としては

厳重な量的制限を加えたうえで，金融債の引受，応募及び買入れのみを認める

ことと LたJ13)というものであった。

そLて，との運用部制度は，第 1に，見返資金を除〈各種政府資金の独立運

用が禁止され〔資金運用部資金法2条)，政府資金の統合運用が預金部よりも強力

なものにされ，第2に，資金の90%近くの国民の零細貯蓄を確実有利な方法で

運用され(同条〕ることになり，安全性の原則が据えられ，第 3に，預託金

1車同上.344-346へーク。

1事同上.334へ乙九
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利率を法定 (3ヶ月から 5年以上の 4段階，年3分5厘から年 5分5厘)1..-， 3ヶ月

以上の定期預託に限定し，長期預託金制度が確立され，預託源泉による差別も

なくなり，第4に，運用範囲も法定され，第5に，従来の預金部運用審議会に

かわって資金運用部資金運用審議会が設けられ，大蔵大臣の諮問機関であるが，

会長内閣総理大臣，副会長大歳・郵政両大臣とし，総理府の什属機関とされ，

運用方針および条件その他がι乙で審議されるということになった。

ιうして「資金運用部資金は元来歳入歳出外現金であるため， その収支は予

算。枠外にあり，その運用権は大蔵大臣に属し，審議会の議に付することによ

ってこれを行う L とができるという弾力性をもっている。したがって，運用に

伴う損益収支を歳入歳出として経理するために設けられている資金運用部特別

会計の予算による拘束，資金i軍用部から融資を受ける特別会計や政府関係機関

の予算による拘束，ならびに，一般会計，特別会計，政府関係機関等を含めた

財政の総合収支との関連による拘束等いわば間接的な拘束を受けるにすぎな

いJ14)ものとなった。

こうした同資金の運用制度の「合理化」は，さらに，特徴的なことには，郵

便貯金特別会計の赤字を制度的にっくり出し，郵政労働者への「合理化」をせ

まるものとなった。

従来，郵便貯金は大蔵省預金部に帰属しており，その利子や事務費は預金部

から郵政事業特別会計へ支払われていた。ところが運用部制度のもとでは，郵

便貯金特別会計として別に経理され，運用部預託金利子収入だけで支払し、利子，

事務費を支払わねばならない建前となり，突如赤字が出るということになっ

た回。これは一般会計からの繰入れによって補てんされることになったが， [後

口この会計に余裕が生ずるようになったときは， これを一般会計に戻すととに

なっている」というものであった。例えば [27年度における郵便貯金の資金

コスト(ただし子算による推定)は， 5.69% (平均利子率 2.54%，一般経費率 4.14%)

14)前掲書「金融制度J210ベ 三人

1自明えば， r27年3月31日現在の郵便貯金特別会計予定費借対照表」によれば. [本年度欠損金」
が15憶円見込まれている.
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で， 27年上期における銀行預金コスト 7.34%(平均利子率3.14%.一般経費率3.75

%，税金0.45%)を 0.65%がた下回っている。」同郵便貯金の一般経費率の高さ

は，より零細資金を集める必要上当然であろうと思われる o しかるにこうした

制度のもとで，後になってこの運用部資金がより多く財投り原資として動員さ

れ，しかも低利資金とし ζの要請がより強まっ亡くるよととなるりであるが，

それが他方，一般会計にお日る財源難の深刻化もともに増大するのであって，

こうした ζ とがより強〈郵政労働者に「合理化」をせまってくるのは明らかな

ことであった。

以上のような運用制度そのものの「合理化」再編を条件として金融債の資金

運用部資令による引受付が認められたのであるが，それも極めて「厳格な|条

件付のものであった。

資金運用部資金法に定められた運用範囲は，①国債及び国に対する貸付，②

政府関係機関の発行する債券及びそれに対する貸付，@地方債及び地方公共団

体に対する貸付，~帝都高速度交通営団等に対する貸付または債券，⑤金融債，

というものであった問。 こうして，前稿でもみたように，金融債以外は全て公

共事業的な方面への融資に限られていたのである。

金融債引受の条件は，その運用額が資金運用部資金の運用総額の 3分の 1を

超えてはならない，発行金融機関ごとに市中との協調を前提とし 1つの金融

機関の発行する金融債の 5割 1つの金融機関の l回に発行する金融債の 6割

を超える割合の金融債の引受け，応募または買入れを行なってはならなし、。ま

た， ，fIJ率，担保，償還の点法，期限その他の条件は市中と同じでなければなら

ない， というものであった。

ドッ二/の先の書簡によれば r金融債の吸収は資金の用途及び範囲を広〈分

散しフまた通常の金融危険を銀行が中間において負担するp すなわち保障する

ことになり，且つ諸資金が民間金融機関という通常のノレートを通じて活用きれ

l~ 前掲書「金融制度J 215ベーシー
l~ のち27年電源開発株式会社に対する貸付前特倒的に追加された.
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る利点を有するものである」と述べている。つまり， ドッジの構想ば I零細

資金の安全性確保Jをたてにして，直接の私企業貸付でなく金融債引受という

形をとることによって，また金融債引受を市中ベ スで行ないp 各個の発行金

融機関との特別密着した関係をもたないようにして，産業独占体あるいは銀行

独占体とこの資金との「寄生的な」関係を極力排除することによって，運用部

資金の効率的運用を確保し，かっ，独占体への「合理化」圧力をかけようとす

るものであった。

25・26年度の運用状況をみると， 26年度末で一つの金融機関の発行金融債の

5割近くになっている。そ

れは，単に新規発行の引受

けだけでなく，市中銀行保

有の既発行分の頁上げや，

市中銀行が買上げによる資

金を新規発行事業債引受に

第 6表運用部金融債運用状況

書量原高 金融但)債 I 連(B地/比A率〕

25年度末
ラ6

2559 179 7.0 

日6 ヶ 4362 479 13.4 

27 1/ 6271 834 17.0 

笹田智酷木秀雄「財政投融資ム叩7ベジ。

まわす ζ と全条件にした保有分の買上げ，また，市中銀行が買船資金及び船舶

改造資金融資にまわすζ とを条件にLた保有分の買トげ，といったひもっきオ

ベレー γ ョ γ操作も行っている。 25・26年度の運用額の半分前後を興銀債引受

第 7表 運用部引受金融債内訳〈理財局調) く単位億円〉

言行君在|ヨ|高額 IB/A%善行君在!引受額出受書在IB/A% 
債券ぺ 82 I 19.4 ぺ印刷 !剖

勧業債券 I184 出|削! 悶 90 I 四 I47 

北拓憤券 l
農林債券 14l 別~ぺ 49 I 4 

商工債券|

合計 79125.1 I山 2 蜘 4田 I38.9 

宮下武平「国家資金」昭和3年.293ベージ。
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けで占めている。

こう Lた金融債引受によって支えられた長期信用銀行〔興銀と長銀一一長銀債

引受は27年度から〕は，その融資の過半が設備資金であるが，その半分近くが見

返私企業投資以来の 4重点産業(電力，海運，鉄鋼，石炭〉にむけている。(第8

表プまた，この長期信用銀行は，開銀の協調融資の片方としても重要な役劃を

担っている。

第8表長期信用銀行貸付金の 4重点産業に占める割合

| 融響額|童書常民主主'ゐ| B/A C/B 

2叩月 i
% 

328 % 54.5 

昨 3月| 1028 571 231 55.6 405 

l.1'lfi9 882 495 56.4 56.3 

法田智鈴木秀雄「財政投融資J714ヘジ。

第9表開銀と市中貸出との協調融資割合

開銀 長銀 i都市銀行|地方銀行 1 その他 H 

26年度 53.0 21.7 22.2 1.1 2.0 1口。

27 !， 50.0 19.8 19.0 0.9 10.3 100 

28 !， 42.1 28.9 10.5 1.8 16.7 100 

注但し電力指還はここから肱かれている。

日本開発銀行「日本開発銀行十年史J，68ページ。

以上にみた諸点からみるならば，運用部制度は，民間銀行のパイプを通じて

産業における設備投資資金をもっとも効果的に供給するために r競争条件の

整備Jに充分な配慮を行ない，これによって，民間企業への合理化庄力をたえ

ずつよめながらより近代化された大規模な設備をもっ大会社の発展にきわめて

有利な競争条件を「健全な」かたちで準備したといえよう。

IV 見返私企業投資と開銀の設立

前稿でみたように見返資金は， 26年度からはそれまで融資対象としていた公

企業分野をすべて運用部にまかせることによって，その資金の圧倒的部分を私
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企業技資及び重要産業むけにまわすことになったが， これに先だって， 25年10

月31日には見返私企業投資枠の拡大がGHQによって認められた。

それは I見返り資金の中小企業に対する融資を12億円から24億円に倍増し，

また電力，海運以外の私企業投資も年43億円だったりを， 60億円に増額する ι

とを承認する」というもり己あり Iそのうえに，乙のことを政府が発表する

場合， ζれらの資金は輸出のための生産増強，生産性白向上およびコスト引き

下げの目的に使用されるべきであ v て，、かなる意味におい亡も賃金の引七げ

や経営内容改善をもたらす確証のないかぎり，企業の赤字の穴埋めなどに使っ

てほならti"、ことを声明J(傍点引用者〕するように言われ， Iその案文も渡され

主こ」 というものであった冊。 とれが， 23年の「賃令三原則」や経済安定九原則

の内容の 1つであり，見返資金は ζの目的遂行の手段であったのであるが， 、一
】

の私企業投資枠の拡大の方針が開銀設立の線へとつながるものであった。そし

て，こうした内容を受けつぐものでなければならなかったのであり，日本独占

体の「安易なJ要求どおりに行くものではなかった。

前稿でもみたように I自立イ七」のための「産業合理化Jはそのための長期

資金の不足という事態に直面し，価格統制，価格差補給金の減廃によって物価

とりわけ石炭等をはじめ重要原材料部門の価格の「国際的な割高」を著しく現

しかも市中金融がそれらの部門にまわらないという事態から，長期産出させ，

業資金としての国家資金の動員， また積極的に市中の資金をもそうした部門に

動員する政府金融機関を設立することが日本財界から要望されていた。 それは

見返私企業枠り占広大というにとどまっていなかったのであるが， GHQは， 〆「

ンアレ抑制と GHQ主導の産業再編成を行うため，産業むけ国家資金の唯 の

ものとして見返資金を自己の管理下においていたのであり， それはこのことの

一定の変更を意味するものであったのである。

しかL，朝鮮戦争による情勢の変化正「自立達成」の急務から， 先の基調を

ひきつぎ， インフレを昂進きせず， しかも日本独占体の対政資金への「寄生的

1$ 渡辺武「占領下の円本財政党え書」昭和41年. 321ベ-;;/.
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性格Jを増大させなし、で「合理化」を遂行する手段として，一定程度財政資金

供給の機関をつくることに同意することになったのである。

(142) 74 

当初日本側では，大蔵省銀行局の産業建設金融公庫案，通産省の日本開発会

社案〈イギリスの工業金融会社を範としたもの)，運輸省の海事金融公庫案，安定本

部の投資特別会計案など様々に出されていたが， ドッジもまたヲ動産設備信託

方式やまた「日本側が復金凶収金を出資し，アメリカ側が見返資金回収金を出

資~t-る日米合弁銀行の設立構想」も考え ζいた(傍点引用者〕則。 ドッこうして

ジと日本側との交渉の中で「見返資金の運用とその将来の問題，市中金融機関

i:/フレを抑制しつつ資本蓄積をすす貸付の長期固定化と流動性欠如の問題，

める方法の問題などにつき論議が行われJ(傍点引用者〕た結果， ドッジとの間

また企業側も銀行からの短期資金市中銀行が設備資金融資をも行ない，

を借り替えながら長期資金にあてているという問題から，市中銀行の長期固定

貸付のりファイナY 只〔肩替り融資)を目的とする新銀行の設立という形で認め

では，

られることになった。

l月11日の池田蔵相発表の開銀設立構想やそれと前後して作成され

「大蔵大臣の監督内容，役職員地位，予算の編成およ

しかし，

た大蔵省側の原案では，

び執行，経理その他の面においても，輸銀の例にならって，

の拘束を避け，その自主的責任による能率的な運営」として「全額政府出資の

銀行」とする点，あるhは，復興金融金庫を解散し，その債権等を継承し，見

返資金出資と合同させるという点〔復金を即座に合体させると開銀の「イメ ジ」が

できるかぎり無用

悪くなると「配慮Jされ，最終的には別の法律により， 27，年3月末までに承継されると

行
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第 1に，

預金部資金主主とするが，

いうことになったJでは問題がなかったが，

肩替融資に重点をおきながらも，

「債券引受けは，

点引用者〕というものであり，

融資も行なうというものになっていた。

第 2に，

を正志め，

19) 日本開発銀行「日本開発銀行f年史」昭和38年， 32ベ ユム以下，開銀設立の事情については，
同， 39-42ベータ審照。
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これらに対する GHQの意向は， 1(1)債券発行や借入金を認めると予算編成

土4ジl己ニノ"L-fミミしかっ治合白金会金宗治ゐ面五、G-1:/7'/主主歯止ま4
可能性があるので反対であること， (2)融資方針はリファイナγ1だけが望まし

いζ とJ(傍点引用者〉というものであった加。

結局，債券発行や借入金規定については， GHQの強い反対のまえに実現し

な力主った由主 「融資は協調融資・肩替融資の伝か，直接融資・新規融資もでき

る」とする方向が示されることになフた。 こうして預金部資金は動員すること

ができなかったが， この融資方針についてはさらに，法案決定白段階では肩替

が中心ではな〈長期資金供給が主円的kたるに至った。また，輸銀の例のよう

に業務期間企定めるものではなく，恒久的な機関とされることになったのであ

「日米経済協力」構想が次第に具体化しはじめる26年に入るとアメリカ側

日本の「資本蓄積は急務である」とする方向を強めることになった

る。

の態度も，

のである。

大蔵省原案の段階で大蔵省側は開銀の機能について次のように考えていた。

1(1)健全財政の枠内に蓄積された財政余裕金を開銀の窓口を通じて，電力・

石炭・造船・鉄鋼などに長期設備資金として振り向ければ， インフレを抑制し

つつ国家的要請に基づく資金の重点確保ができる。 (2)わが国のように民間資本

の乏しい国では，政府資金による資金統制の効果が大きし、。したがって開銀が

市中でまかなえなL、資金供給を重点的に行えば信用の質的統制jを摩擦を伴なわ

ずに行うことができる。J(傍点引用者?

己うした構想ふ GHQ<v単一為替レ ト維持・インフレ抑制堅持の態度の

もとで先のような若干の修正を受けながらも基本的に貫かれていた。しかし，

それでも大蔵省側は， GHQの方針を受けて開銀に「自主性」 「効率性」を多

くもたせ， また市中との協調融資の採用によ勺て直接融資分を少な〈しようと

する方であったが，

2@ 同上， 35へジ0

20 同上， 34ベ一三人

法案の悶議決定の段階で，安本・通産・農林・運輸などの
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閣僚から「生産規模を急速に拡大するためには，相当巨額の資金を計画的に重

要産業に投資する必要があり， このためには開発融資に産業資金計画など政府

の意図を直接反映させ，政府自体が前面に立って計画融資を行なうべきであ

る」などの主張が強くなされ，開銀の自主的責任による能率運営をまもりなが

らも政府の虚業・交通および金融に関する総合的な政策および ζれに基づ

〈基本計固に順応せしめる」との閣議了解がなされた。

このように，開銀案が最終決定をみるまでに多くの曲折を経るものであった

が，基本的には「効率的Jr自主的」機関として設立されたのである。それは，

以前の復金との比較でみれば，① 1年以上の長期資金で設備資金融資に限られ，

償還確実，市中との競争排除が明記され.肩替融資直行なうものであり，①債

券発行は認められず，①融資決定権限は総裁に一任して融資責任も明確化され，

④毎事業年度の収支予算のみを国会で議決し，⑤大蔵大臣専管とされ，⑥恒久

的機関とされたのである叫。

そして，役員は，総裁小林中(生保協会長，富国生命社長)，副総裁太田利三郎

〔日銀理事)， 監事伊藤豊(地銀協会長〕が内閣総理大臣から任命され，理事中村

建域(元大蔵省主計局長)，中山素平〔興銀常務総取締役)，梅野友夫(日銀資金扇長)，

矢田部章(勧銀日本橋支]古長)，参与関桂三(東洋紡会長)， 石坂泰三〔東芝社長)，

三鬼隆〔八幡製鉄社長7が総裁から任命された。

このような「自主的J I効率的」機関として設立された開銀は，見返資金か

ら出資 100億円 (26年度補正予算で一般会計から追加出資70億円)を受けて，見返資

金運用の管理権が一部開銀に移されたが 26年度は電力・海運(両者でお年度

446億円〕については依然見返私企業投資の下におかれ，その他の重要産業，つ

まり先の私企業投資枠の拡大部分を開銀がうけもつことになった。そして，先

にみたその「効率性」の内容をも受けつぐのである。

見返私企業投資と開銀融資状況は第10・11表のとおりであるが， 26年度には

両者合わせて約740億円もの合理化資金が投入された。

2由向上， 40-41ヘジ参照.
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第10表見返私企業投資実績

(145) 77 

(単位憧円〉

お年度瑚 1 国 沼[ 7[ 2[ 3[ 4[ 3 泊7
制|回日判事苦悩|怒選(軍司会F~I

出ル 1田村、2141 2( [ -1 2[ 2[ 61191 3( 4回

わ|叫叫 l---=-[T~T--[7[叫一
宮下武平「国家資金J279-280へジー

第11表開銀融資実演
〔単位億円)

1電刀 1海運|石炭|鉄鋼 i自家発|産量 1繊維|肩替|主主|合計|

同年度 [ -[  - [ u[  • [ ~[ ~ ー[ 31 [ - [ 236 [ 

27 /1 |凶 L~[ 34 [ . 55 [ 33 1 155 [ - [ 49 1 35 [ 591 

28 1/ [ 4ω[ 219 1 48 [ 38 [ 34 [ 58 [ 27 1 - 1 - [ 82 

宮下武平「国家資金J296ペ ジ，

こ白「効率性」の引継ぎは，とりわけ，貸出金利にあきらかである。貸出金

利に見返資金が年7.5%であったのに対じて， 開銀は基準金矛IJが年10%とされ，

市中金利〈興銀の27年における平均#利 11.6%)と大差ないものであり，特別金利

(7.5%)の範囲も限られており，電力・海運以外の新規貸付は，中小事業貸付の

一部を除いて，全貸付に10%が適用されたのである。そして，開銀の態度は，

「市中金利と切り離して引下け、ると事実上の補助金になる」間(傍点引用者〕とし

ていたのである。市中金利とほぼ同じもしくは，それに近い金利を採用するこ

とによって，企業の「合理化」努力を強制し，そうした「努力の認められるも

の」に資金供給を行なっていく機関として設立されたのである。

こうして開銀は，閣議決定による「政府資金による融資の基準となるべき産

業および交通に関する基本計画Jによる基本方針['わが国民経済の合理的な

循環と国民生活の漸進的向上を確保L，併わせて米国はじめ民主主義国家に対

する金是正也カ岸地Jゐ権宣を生左手品走ら生産力。増加と貿易の拡大を図るこ

2事同よ.66へージ.
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と}4)(26年度の基本方針，傍点引用者〉にもとづき I日米経済協力機関」として，

設備の近代化をはじめ「産業の合理化J I国民経済の合理的肩環」を促進する

重要な役割を果すこととなったのである。

おわりに

以上，輸銀，資金運用部，開銀について，その設立・改組の過程を考察した

のであるが，これら三つの機関の再編成・設立をつらね〈大原則は，民間金融

機関との競争を組織しながら I弾力的に」長期資金を供給し，設備投資をも

っとも「効率的」に遂行する新たな制度目形成であった，ということである。

いわゆる「補助金」とかわらない「復金型」の資金供給機構と対比するとき，

これらの新しい機閣は I競争能力あるものには資金が与えられる」という形

で，企業の合理化努力に比例して，資金が民間金融機関よりやや有利な条件で

供給きれ，それに土って「競争が激化しながら，企業間格差が拡大していく」

というやり方を保障するものであっ介。とれらの機関が「市中との競争の排

除」をうたっているが，その場合の意味は，競争そのものを排除すということ

ではなくて，民間金融機関の領域にとってかわってしまうほどの補助金供給的

な機関，つまり民間金融機関をおしつぶすほどの独占的機関となることではな

ぐて，むしろ民間金融機関との競争を組織する要因として位置づけられていた

というべきものであった。それはいわば「独占の排除」を内容としてうたった

独占体強化の方策を示しているものといえるであろう。

この方式の帰結は，生産能力の優秀な企業とそうでない企業との選別融資体

制をつよめ，産業再編成と合理化の面でほ，いわゆる「スクラップ・アンド・

ピルド方式」を貫徹していく制度的前提となるものであって，独占体の国家機

関へ白寄生を，単純な補助金依存としてのみつかむことを詳さない新しい現象

であるということができょう。

財政投融資機関の形成はこりようにLて， IMF体制下の物価政策を前提と

2~ 大蔵省「国の予算」昭和26年度版， 526ベ ジー
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しつつ，財政危機を克服しながら，しかも企業の「合理化」努力を促進する方

策としての「国家的機閣と民問機関の競争の組織」をおこない， これによって，

産業再編成におけるスクラップ・アンド・ピノレドを推進するという戦後日本の

資本蓄積機構にとって無視しえない新しい環境を整備したのであった。


